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【手続補正書】
【提出日】平成27年7月6日(2015.7.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　堆積物形成を減少するために、原料中に存在している堆積物前駆体であるアスファルテ
ンの一部を除去することによって、貯蔵タンクおよび／または輸送ラインにおけるスラッ
ジ形成を防止または減少するための、アスファルテンを含有する重質炭化水素の原料の安
定化方法であって：
　ａ．堆積物前駆体であるアスファルテンを溶剤凝集するために、所定量の溶剤とアスフ
ァルテンを含有する重質炭化水素原料を混合する工程；溶剤は式ＣｎＨ２ｎ＋２（式中、
ｎ＝１０～２０である）を有するパラフィン系溶剤からなる群から選択される；
　ｂ．原料と溶剤の混合物を加熱し、原料中に堆積物前駆体である溶剤凝集したアスファ
ルテンを生成する工程；
　ｃ．接触容器内の溶剤凝集したアスファルテンを含有する原料を、溶剤／炭化水素相と
堆積物相に分離する工程；
　ｄ．溶剤／炭化水素相をフラッシングし、堆積物を含まない炭化水素画分と溶剤画分を
生成する工程；
　ｅ．堆積物相をフラッシングし、堆積物底画分と軽質炭化水素画分を生成する工程；
　ｆ．軽質炭化水素画分をフラッシングし、堆積物を含まない炭化水素画分と溶剤画分を
生成する工程；
　ｇ．工程（ｄ）と（ｆ）にて生成された溶剤画分を工程（ａ）に再利用する工程；およ
び
　ｈ．工程（ｄ）と（ｆ）にて生成された堆積物を含まない炭化水素画分を回収する工程
を含む方法。
【請求項２】
　溶剤が１０～２０の範囲の炭素数を有する重質ナフサ溶剤である、請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
　溶剤と原料の比が容量で１：１～１０：１の範囲である、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　接触容器の作動温度が８０℃～３００℃の範囲である、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
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　接触容器の作動圧力が１バール～４０バールの範囲である、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　接触容器内の混合物の滞留時間が１５分～１８０分の範囲である、請求項１に記載の方
法。
【請求項７】
　堆積物前駆体であるアスファルテンを溶剤凝集させるために必要な溶剤と原料の比を決
定するために、安定化方法に付される原料のサンプルを分析することを含む、請求項１に
記載の方法。
【請求項８】
　処理された重質炭化水素原料から回収された溶剤凝集したアスファルテンの量が、原料
の重量を基準に０．０１Ｗ％～１０．０Ｗ％である、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　原料が全原油、ビチューメン、タールサンド、シェール油、石炭液化液、およびこれら
の組み合わせからなる群から選択される未精製炭化水素源に由来する、請求項１に記載の
方法。
【請求項１０】
　重質炭化水素原料が常圧残油、減圧残油、ビスブレーカー生成物、流動接触分解生成物
または副生成物、およびこれらの組み合わせからなる群から選択される精製炭化水素源に
由来する、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　重質炭化水素原料が３６℃を超える温度で沸騰する混合物である、請求項１に記載の方
法。
【請求項１２】
　重質炭化水素原料が全原油であり、原料が溶剤と混合される前に原料をフラッシングす
る工程ならびに軽質ナフサおよび他の軽質成分を回収する工程を含む、請求項１に記載の
方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　本発明の方法およびシステムは上記され、かつ添付の図面に記載されている；しかしな
がら、本明細書を参照した当業者であれば本発明が修正されうることは明らかであろうし
、本発明の保護範囲は添付の特許請求の範囲によって決定される。
　本発明の好ましい態様は、以下を包含する。
[１]　堆積物形成を減少するために、原料中に存在している堆積物前駆体であるアスファ
ルテンの一部を除去することによって、貯蔵タンクおよび／または輸送ラインにおけるス
ラッジ形成を防止または減少するための、アスファルテンを含有する重質炭化水素の原料
の安定化方法であって：
　ａ．所定量の溶剤とアスファルテンを含有する重質炭化水素原料を混合し、原料中に存
在しているアスファルテンの一部を溶剤凝集させる工程；
　ｂ．原料と溶剤の混合物を加熱し、原料中に溶剤凝集したアスファルテンを生成する工
程；
　ｃ．接触容器内の溶剤凝集したアスファルテンを含有する原料を、溶剤／炭化水素相と
堆積物相に分離する工程；
　ｄ．溶剤／炭化水素相をフラッシングし、堆積物を含まない炭化水素画分と溶剤画分を
生成する工程；
　ｅ．堆積物相をフラッシングし、堆積物底画分と軽質炭化水素画分を生成する工程；
　ｆ．軽質炭化水素画分をフラッシングし、堆積物を含まない炭化水素画分と溶剤画分を
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生成する工程；
　ｇ．工程（ｄ）と（ｆ）にて生成された溶剤画分を工程（ａ）に再利用する工程；およ
び
　ｈ．工程（ｄ）と（ｆ）にて生成された堆積物を含まない炭化水素画分を回収する工程
を含む方法。
[２]　溶剤が式ＣｎＨ２ｎ＋２（式中、ｎ＝１０～２０である）を有するパラフィン系溶
剤である、[１]に記載の方法。
[３]　溶剤が１０～２０の範囲の炭素数を有する重質ナフサ溶剤である、[１]に記載の方
法。
[４]　溶剤と原料の比が容量で１：１～１０：１の範囲である、[１]に記載の方法。
[５]　接触容器の作動温度が８０℃～３００℃の範囲である、[１]に記載の方法。
[６]　接触容器の作動圧力が１バール～４０バールの範囲である、[１]に記載の方法。
[７]　接触容器内の混合物の滞留時間が１５分～１８０分の範囲である、[１]に記載の方
法。
[８]　所定分量のアスファルテンを溶剤凝集させるために必要な溶剤と原料の比を決定す
るために、安定化方法に付される原料のサンプルを分析することを含む、[１]に記載の方
法。
[９]　処理された重質炭化水素原料から回収された溶剤凝集したアスファルテンの量が０
．０１Ｗ％～１０．０Ｗ％である、[８]に記載の方法。
[１０]　原料が全原油、ビチューメン、タールサンド、シェール油、石炭液化液、および
これらの組み合わせからなる群から選択される未精製炭化水素源に由来する、[１]に記載
の方法。
[１１]　重質炭化水素原料が常圧残油、減圧残油、ビスブレーカー生成物、流動接触分解
生成物または副生成物、およびこれらの組み合わせからなる群から選択される精製炭化水
素源に由来する、[１]に記載の方法。
[１２]　重質炭化水素原料が３６℃を超える温度で沸騰する混合物である、[１]に記載の
方法。
[１３]　重質炭化水素原料が全原油であり、原料が溶剤と混合される前に原料をフラッシ
ングする工程ならびに軽質ナフサおよび他の軽質成分を回収する工程を含む、[１]に記載
の方法。
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